
8月の主な活動 8月の保育所開放日
 天気のいい日は水遊びが楽しめます。
 着替えやタオルなどを持ってきてください♪

【南条・今庄子育て支援センター合同】
  5 日（火） 子育て教室「保健師さんと一緒に話そう」
 時　間　午前10時～午前11時
 場　所　南条保健福祉センター
 講　師　町保健師　田中　絢子 氏

【南条子育て支援センター】
26日（火） 子育て教室「ベビーマッサージ」
 時　間　午前10時30分～午前11時30分
 場　所　南条保健福祉センター
 講　師　子育てマイスター　笠嶋　千夏 氏

【今庄子育て支援センター　わかば】
20日（水）子育て教室「親子で体操」
 時　間　午前10時～午前11時
 場　所　今庄子育て支援センターわかば
 講　師　子育てマイスター　松井　久美 氏

【河野子育て支援センター】
  6日（水） 子育て教室「水遊び」
 時　間　午前10時30分～午前11時30分
 場　所　河野児童館　外の芝生周辺
 持ち物　 着替え、タオル、帽子、水遊び

用オムツ、飲み物

子育て支援センターだより子育て支援センターだより
■問合せ　南条子育て支援センター　℡ 47－2411　今庄子育て支援センターわかば　☎４5－0788
　　　　　河野子育て支援センター　☎ 48－2321

熱中症
　熱中症は、暑さなどで体温調節ができなくなるこ
とで起こる症状です。体温調節機能が十分に発達し
ていない子どもは、おとなより熱中症にかかりやす
いものです。
　主な症状として、高温多湿の環境にいて顔が真っ
赤になっている、唇が渇いている、普段より明らか
に大量の汗をかいている、水が飲めない、水を飲み
たがらない、下痢やおう吐をしている、呼びかけて
も反応が鈍いなどがあり、気温の高い環境下で 1つ
でも当てはまる症状があれば、熱中症が疑われます。
　徐々に暑さに慣れることも予防の 1つですが、日
よけの帽子をかぶる、のどが渇く前に水分補給をす
る、室温は子どもの高さで測るなど、熱中症を起こ
さないためにはおとなの細やかな配慮が必要です。

  6 日（水） 河野保育園（水遊びをしよう）
21日（木） 南条保育所（いっしょに遊ぼう）
21日（木） 南条第二保育所（水遊びをしよう）
 ※ 水遊びのときは、オムツとタオルを持っ

てきてください。

　8月13～15日はお休みします。

支援センターお休みのお知らせ

■問合せ　敦賀海上保安部　℡ 0770－22－0191　担当　警備救難課　救難係　石黒　一麻

　いよいよ夏本番、多くの方がマリンレジャーを楽しむ季節となりました。
　しかし、海は楽しいばかりではなく、多くの危険が潜んでいるということも忘れてはいけません。
　一つの油断が大きな事故につながり、時には命を落とす事故も発生しています。
　そこで、次の注意事項を守って安全に楽しく遊びましょう。

税関では、お預かりしている次の通貨・証券などをお返ししています。

　大阪税関　監視部　取締総括部門
　〒 552－0022
　大阪市港区海岸通２－１－４
　℡ 06－6576－3115　
　・ 受付時間　 午前８時 30分～午後５時
　　　　　　　（土、日、祝日を除く）
　・メールアドレス　osaka-koho@customs.go.jp

　大阪税関　敦賀税関支署
　〒 914－0079
　福井県敦賀市港町７－15　敦賀港湾合同庁舎内
　℡ 0770－22－0025
　大阪税関　敦賀税関支署　福井出張所
　〒 910－0019
　福井県福井市春山１－１－54　福井春山合同庁舎内
　℡ 0776－22－1832

● 終戦後、外地から引き揚げて来られた方々が、上陸地の税関または海運局に預けられた通貨・証券など
● 外地の総領事館や日本人自治会などに預けられた通貨・証券などのうち、その後日本に返還されたもの

保管証券返還のご案内は、大阪税関
ホームページでもご覧いただけます。

大阪税関ホームページアドレス
http://www.customs.go.jp/osaka/

保管通貨・証券類の返還状況

全国 大阪

昭和28年  8月31日現在（保管者数） 443 千人 53 千人

平成25年12月31日現在（返還者数） 175 千人 22 千人

返還率 39% 41%

■お問い合わせ先

　お心当たりのある方は税関へお問い合わせください。
　ご本人だけでなく、ご家族の方も問い合わせや返還請
求をすることができます。

通　貨…旧日本銀行券、朝鮮銀行券、台湾銀行券、満州中央銀行券 等
証券類…支那事変国債、大東亜戦争国債、郵便貯金通帳、定期預金通帳 等

一般財団法人

 北陸電気保安協会

８ 月 は 経 済 産 業 省 主 唱 に よ る

電 気 使 用 安 全 月 間 で す。
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 飲酒をしての酔泳は絶対にやめましょう。
（泳ぎの得意な人でも溺れます）
 小さなお子さんからは絶対に目を離さないでください。
（浅い場所でも子供は溺れます）
 ボートに乗る時は、大人も子供もライフジャケットを着用しましょう。
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マ リ ンレ ジャー おで 約の 束

　電波は、テレビ ･ ラジオ
や携帯電話、警察、消防、
救急、防災行政の無線局な
ど、様々な無線通信に利用
されています。しかし、こ
れらの通信を妨害する不法
無線局も多くあります。 
　総務省北陸総合通信局で
は不法無線局の取締りと共
に、無線機器を利用される
皆様に電波のルールを守る
ことをお願いしております。

■電波に関するご相談は
　総務省北陸総合通信局
　不法無線局・混信・妨害　　℡ 076－233－4441
　テレビ・ラジオの受信障害　℡ 076－233－4491

　① 無線機器の利用には技適マークを確認して
ください。

　②電波の利用には、原則、免許が必要です。
　③ 外国規格の無線機器は、国内では使用して

はいけません。

電波のルール

▲「技適マーク」

私たちの生活の安心・安全を脅かす 私たちの生活の安心・安全を脅かす 


